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福
祉
部
の
基
本
方
針
で
あ
る
「
救

命
法
の
普
及
促
進
」
に
の
っ
と
り
、

10
月
３
日
、
市
原
市
姉
崎
消
防
署

有
秋
分
署
の
皆
様
に
よ
る
救
急
講

習
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

講
習
内
容
は
、 

・ 

心
肺
蘇
生
法 

・ 

火
傷
の
手
当
て 

・ 

骨
折
の
手
当
て
方
法 

・ 

止
血
方
法 

で
し
た
。 

実
地
訓
練
に
よ
る
講
習
会
で
あ

り
、
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
の

で
、
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。 

１ 

心
肺
蘇
生
法 

① 

周
囲
が
安
全
か
ど
う
か 

を
確
め
て
、
ま
ず
自
分
の 

身
の
安
全
を
確
認
す
る
。 

② 

出
血
の
有
無
を
確
認
し 

て
、
出
血
し
て
い
れ
ば
先 

に
止
血
す
る
。 

③ 

肩
を
た
た
い
て
反
応
を
確
認

す
る
。 

④ 

救
急
車
（

119
番
）
と
Ａ
Ｅ 

Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

の
手
配
を
依
頼
す
る
。 

「
Ａ
さ
ん
は
救
急
車
、
Ｂ
さ
ん
は

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
持
っ
て
来
て
下
さ
い
！
」 

（
電
話
で
救
急
車
を
依
頼
し
た
人

は
、
救
急
隊
員
の
指
示
を
確
認
） 

⑤ 

呼
吸
の
有
無
を
確
認
す
る
。 

⑥ 

呼
吸
の
確
認
が
で
き
な
い
時

に
は
人
工
呼
吸
を
す
る
（
２

回
吹
き
込
む
）
。 

⑦ 
胸

に

両

手

を

当

て

て

心

臓

マ
ッ
サ
ー
ジ
を

30
回
行
う
。 

⑧ 

蘇
生
し
な
け
れ
ば
Ａ
Ｅ
Ｄ
を

使
用
す
る
。
ス
イ
ッ
チ
を
入

れ
る
と
音
声
に
て
指
示
が
出

る
の
で
そ
れ
に
従
い
作
動
さ

せ
る
。 

２ 

火
傷
の
手
当
て 

水
道
水
に
て
冷
却
す
る
。
被

災
者
が
寒
い
と
い
え
ば
冷
却
を

や
め
る
。 

３ 

骨
折
の
手
当
て
方
法 

新
聞
、
雑
誌
、
板
等
で
患
部

を
固
定
し
て
三
角
巾
を
使
用
し

て
手
当
て
す
る
。 

４ 

止
血
方
法 

三
角
巾
を
使
用
し
て
頭
、
腕

や
脛
等
の
患
部
に
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
の
方
法
で
手
当
て
す
る
。 

 

火
傷
の
冷
却
は
痛
み
を
軽
減
で

き
る
だ
け
で
な
く
、
深
部
の
火
傷

の
軽
減
効
果
も
あ
る
こ
と
も
わ
か

り
ま
し
た
。
ま
た
、
実
地
訓
練
に

よ
り
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
て
非
常
に
有
意
義
な
講
習
会
で

し
た
。
消
防
署
の
皆
様
、
ま
た
、

福
祉
部
を
は
じ
め
、
自
治
会
の
関

係
者
の
皆
様
、
御
苦
労
様
で
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

（
広
報
部
） 

 
 

 

救
急
救
命
講
習
会 

止 血 に つ い て  

三 角 巾 で の 手 当

実 地 訓 練  AED 実 地 訓 練  

ま ず 、 説 明 を 受 け ま す 。  
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基
本
方
針 

22
年
度 

生
活
・
環
境
部
の
次
の
課

題
の
着
実
な
実
施 

■ 

犬
・
猫
糞
防
止 

■ 

青
空
駐
車
防
止 

 

Ⅰ 

犬
糞
等
防
止
の
取
り
組
み 

１ 

罰
則
（
ポ
イ
捨
て
条
例
）
を
強

調
し
た
、
回
覧
板
に
よ
る
周
知

及
び
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
板
張
り

を
行
い
ま
し
た
。 

ポ
イ
捨
て
条
例
の
罰
則
対
象

は
以
下
の
通
り
、
犬
糞
だ
け
で

な
く
、
缶
，
瓶
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
、
た
ば
こ
、
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ

ム
等
を
含
み
ま
す
。 

   

 

 

        
 

        

２
「
犬
の
し
つ
け
講
習
会
」
に
よ
る 

飼
い
主
の
モ
ラ
ル
ア
ッ
プ 

犬
の
し
つ
け
全
般
の
講
習
会

を
通
し
て
、
犬
の
飼
い
主
の
し

つ
け
ス
キ
ル
向
上
。 

講
師 

・（
財
）
千
葉
県
動
物
保
護
管
理

協
会
訓
練
士 

 

・
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
（
市
原
市
に

あ
る
犬
の
訓
練
所
）
訓
練
士 

  

し
つ
け
の
例 

① 

犬
の
糞
、
お
し
っ
こ
は
自
宅

で
ト
イ
レ
を
済
ま
せ
て
か
ら

散
歩
に
連
れ
出
す
。 

部
屋
の
中
で
も
、
庭
で
も

場
所
を
決
め
て
ト
イ
レ
の
し

つ
け
は
可
能
。 

② 

犬
は
ボ
ス
に
な
り
た
い
本
能

が
あ
る
の
で
、
人
間
の
下
に

犬
が
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
、

上
下
関
係
を
明
確
に
す
る
。 

③ 

人
間
の
指
示
で
犬
を
動
か
す
。 

・
人
が
許
可
を
与
え
て
か
ら
犬

が
行
動
を
起
こ
す
よ
う
に
し

つ
け
る
。 

・
人
の
歩
行
に
犬
を
追
随
さ
せ

る
（
リ
ー
ダ
ー
ウ
ォ
ー
ク
）
。 

④ 

決
ま
っ
た
時
間
に
散
歩
や
食

事
を
す
る
と
決
ま
っ
た
時
間

に
犬
か
ら
要
求
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
時
間
を
固
定
せ
ず
、
人

間
主
導
で
あ
る
こ
と
を
維
持 

                  

３ 

猫
糞
防
止
の
取
り
組
み 

猫
は
犬
と
は
異
な
り
、
人
に

よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な

い
た
め
、
猫
糞
対
策
は
苦
慮
し

て
い
ま
す
。 

対
策
の
一
つ
と
し
て
、
野
良

猫
の
餌
や
り
防
止
の
回
覧
板
の

発
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

専
門
部
活
動
報
告 

迷
惑
防
止
に
ご
協
力
を
！ 

《
生
活
・
環
境
部
》 

安
全
で
安
心
な 

美
し
い
町
に
向
け
て 

○ 

市
原
市
ポ
イ
捨
て
行
為
の
防
止

に
関
す
る
条
例
（
抜
粋
） 

(

ポ
イ
捨
て
行
為) 

 
(

１) 

缶
、
瓶
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

そ
の
他
の
容
器
を
回
収
容
器 

電
話 

０
４
３
―
２
１
４
―
７
８
１
４ 

電
話

０
４
３
６
―
３
６
―
０
８
４
４

す
る
。 

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
以

外
の
場
所
に
捨
て
る
行
為 

(

２) 

た
ば
こ
の
吸
い
殻
、
チ
ュ
ー

イ
ン
ガ
ム
の
か
み
か
す
、
紙
く

ず
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物

を
吸
い
殻
入
れ
、
ご
み
箱
等
以

外
の
場
所
に
捨
て
る
行
為 

(

３) 

飼
い
犬
が
排
せ
つ
し
た
ふ
ん

を
放
置
す
る
行
為 

(

ポ
イ
捨
て
行
為
の
禁
止) 

第
８
条 

何
人
も
、
ポ
イ
捨
て
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

(

罰
則) 

第

11
条 

第
８
条
の
規
定
に
違
反
し

た
者
は
、
２
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。


